
別紙

令和６年度第２回　さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン懇談会の御意見等について

議題　・2024年度の連携事業の実施状況等について

　　　・さっぽろ連携中枢都市圏ビジョンの年次変更案について

御意見 御意見に対する考え方等について
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・さとらんど30周年イベントとして、連携12市町村の特産物（農水産物、加

工品、お酒等）を展示販売することを是非実現してもらいたい。時期は7月の

連休あたりが望ましいが、さとらんど側の担当者と相談し、決めると良いと考

える。

・さとらんど及び圏域市町村の担当者と相談し、ニーズや実施可能時期などを

把握した上で、№40「圏域内農産物の消費促進」の取組として展示販売の実施

に向けて検討してまいりたい。
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・市町村の枠組みを越えて、人材育成のカリキュラムを行っている取り組みに

フォーカスしてみてはどうか。No53 の職員研修の内容は、技術職等のカリ

キュラムを合同で行ったケースと考えられるが、例えば、札幌市役所の職員

が、別の地域の取り組みや自治体の取り組みを学ぶ機会を創出するだけで、広

域連携を活かした特徴的な取り組みとならないだろうか。まずは、自治体職員

向けからトライアルを行い、その後の発展的な展開として、子ども向け研修旅

行や、大学生向け、企業研修など、民間にも発展。事務局が各市町村のフィー

ルドを活かしたカリキュラムの相談窓口的機能を担うことでさっぽろ連携中枢

都市圏を意識する機会にもつながると考えられる。

・災害に関する支援体制の構築では、国の方でも、民間との連携がかなり意識

されている。災害時の行政同士の連携も重要視しつつ、緊急時には民間企業や

NPO、社会福祉協議会との連携が必須となってきている。さっぽろ連携中枢都

市圏においても、災害時の連携はもっと取り上げてもいいと思われる。

・札幌市及び圏域市町村の職員が、別の地域や自治体の取組を学ぶ機会を持つ

ことによって、広域的な視点を持つ職員の人材育成等を行うことにより、広域

連携の深化を図ることができるよう検討してまいりたい。

・御意見のとおり、能登半島地震を踏まえ、国において民間企業やNPO等の専

門性を生かすための連携強化の方針を打ち出している。札幌市の取組として

は、民間企業とは災害時の具体的な対応を想定した協定の締結を進めており、

NPOとは道がNPOの支援を調整する「災害中間支援組織」を道地域防災計画

に位置付けて連携を進めていることから、市としても当該組織との関係の構築

に努めているところ。今後も、これらの取組に関する圏域における情報共有を

進め、圏域全体での民間企業等との連携の底上げに繋げてまいりたい。
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・（資料３）さっぽろ連携中枢都市圏2024年度連携事業実施状況について、

「34　脱炭素に向けた取組の推進」で評価指標の「情報共有・勉強会の実施」

が評価×（未実施）となった理由は何か。

・首長会議と実務者会議において、GX 金融・資産運用特区についての情報共

有を行ったが、脱炭素を主とした内容ではなかったため、未実施と評価したも

の
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御意見 御意見に対する考え方等について
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【（１）「ビジョン懇談会意見について」】

・「ビジョン懇談会」での意見を的確に整理し、それを踏まえた今後の方針を

示していると思われる。

【（２）2024年度の連携事業の実施状況等について】

・全体としては概ね良好な水準の見込みであるが、連携事業別に見ると、「２　

高次の都市機能の集積・強化」ではすべて「達成済み」となっている一方で、

「３　圏域全体の生活関連機能サービスの向上」では「達成不可」が多い状況

となっている。このため、令和７年度では、「３　圏域全体の生活関連機能

サービスの向上」の「達成不可」となっている事業の推進にも力点をおく必要

がある。

【（３）さっぽろ連携中枢圏ビジョンの年次変更案について】

・（２）に関連して、次年度より新たに加える３つの新規事業は取組推進強化

方策であり、以下のよう理由から圏域内の連携による活発な取り組みが期待で

きる事業であると思われる。

・「21　医療的ケア児レスパイト事業」は、医療的ケア児は24時間常時介護

が必要であることから、介護家族に休息・外出できる時間を作る方策である。

札幌市が昨年度開始した同事業を連携中枢都市圏での運用に拡大することは、

医療・社会福祉の観点からも意義深い。

・「52　官民連携の推進」については、2025年４月から稼働するラピダスに

よる影響が種々の産業・分野に波及することが見込まれることから、官民連携

の活発化、また、それに伴う効用が期待できる。

・「55　固定資産の評価に係る家屋批准評価の導入」については、札幌市職員

の高度な職能を有する人材を活用して、連携市町村の業務の円滑な推進と効率

化が期待でき、連携中枢都市圏の目的に合致するものである。

・「３　圏域全体の生活関連機能サービスの向上」の「達成不可」となってい

る事業について、達成不可となった理由や課題を探りながら、更なる取組の推

進を図るとともに、事業の目的に沿った適切な指標の設定を検討し、今後の見

直しに反映してまいりたい。

・新たに加わった３事業についても、効果的な取組になるよう、今後も圏域市

町村と情報共有・連携しながら進めてまいりたい。
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御意見 御意見に対する考え方等について
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・資料3「19　保育サービスの向上に向けた取組の推進」における圏域内を対

象とした保育士合同就職説明会の開催について、「◎」の評価になっている

が、さっぽろ連携中枢都市圏内の保育所・認定こども園が500ヵ所以上ある中

で、6園のみの参加は非常に少ないのではないか。また、求職者の参加状況

（人数）がどの程度であったか確認したい。

・各保育所等においては保育士の確保は大きな課題となっていることから、就

職説明会を開催するにあたって、開催の規模や開催回数の他、事業者、求職者

への周知の方法等について、今後の対応が必要ではないか。

・令和6年度の保育士合同就職説明会における実施概要は、50法人（うち圏域

5法人6園）が参加し、求職者94人が来場した。

・圏域市町村分の5枠及び札幌市内分の45枠以上の申込みが約2倍以上あり、

抽選で溢れている状況。しかし、御意見のとおり、圏域内での保育士確保は大

きな課題であり、今後も圏域として強化・連携できる取組がないか検討してま

いりたい。


